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「安定は、希望です。」
参院選で、公明党はこの言葉を掲げます。

いま日本に必要なことは、政治を安定させること。

つまり、この夏の参院選でねじれを解消することです。

そうすれば、スピード感を持って日本が抱える課題を解決することができます。

経済力や外交力をはじめとする国力の回復をパワフルに進められます。

国民生活を向上させ、ゆとりと安心が生まれ、

国民一人ひとりの未来に希望をもたらすことができます。

「安定は、希望です。」

この言葉に私たちの思いのすべてがあります。

公明党は、国会議員と地方議員がしっかりとネットワークを結んでいます。

だから、生活者の目線、現場感覚に立った、

暮らしの現場の課題に目配りできるのです。

政党の離合集散、生滅が激しい中で、

地域に根を張った公明党の存在自体が政治に安定をもたらします。

そして、生活者の政策の実現で、実感できる国民生活の向上を果たしてまいります。

参院選の重点政策では、公明党が存在する安定政権で、

希望ある日本の未来をつくることを訴えてまいります。
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１ 大震災からの復興を加速
①復興の加速に向けた具体的な工程表を明示

被災者に生活再建への希望を。被災市町村だ
けでなく、より細分化した区域ごとに住まいや
まちづくりに関する事業のスケジュールを明ら
かにし、災害公営住宅・宅地の供給に関する具体的

な見通しを明示します。
その上で、この工程表をもとに被災自治体と
国が一体となって、被災地域ごとの状況に応じ
た復興事業の加速化を図ります。

②復興事業実施の問題点を克服
復興事業は人材が不足しています。土木・建築
分野をはじめ各分野の専門家を関係省庁や全国
の自治体から派遣するとともに、公務員ＯＢや
民間経験者等の活用を推進します。発注方法の
工夫や事務の外注化など、事務負担の軽減も図
ります。
また、資材も不足しています。その対策とし
て、具体的な需給見通しをもとにした資材供給
の条件整備や公共による仮設プラントの整備な

どの対応を進めます。労務費や資材費が高騰す
る場合の予定価格への適切な反映や入札方法の
工夫を進めるなど、入札不調も防止します。
さらに、所有者不明の土地の取得など、復興事
業用地の円滑な確保を進めるため、土地収用制
度や財産管理人制度等について、被災地域の状
況に応じた柔軟かつ大胆な制度運用を実行し、
その迅速化をめざします。

③地域の実情に応じた復興交付金制度の運用を柔軟化
被災自治体が地域独自の課題やニーズに対応
できること。その地域の特色を生かした復興事
業を円滑に推進できること。そのために基幹事
業や効果促進事業のきめ細やかな運用を図り
ます。

また、復興交付金の対象外である各種の復興
関連事業についても、包括的に実施できるよう、
取り崩し型復興基金などの復興関連制度の積極
的な活用を進めます。

④心のケアの充実、医療・介護を再生
仮設住宅等での生活の長期化に伴い、ＰＴＳ
Ｄ、うつなどの心の健康面の問題への対応が求
められています。心のケアセンターの専門職に
よる訪問支援など、各種の生活支援サービスの
充実を図ります。

また、被災地における医師、看護師等の不足へ
の対応も必要です。市町村の復興計画の進み具
合に合わせて、医療・介護等の基盤を着実に整備
します。

⑤農林水産業を復興
被災地が新たな農林水産業の先進地となるよ
う復興を加速させます。農地・漁港等の本格的
な復旧を着実に推進するとともに、水田の大区
画化などの農地基盤の強化、漁港施設や魚市場

の高度衛生管理体制の構築、関連産業との連携
強化を進めるなど、積極的な支援措置を推進し
ます。

1
スピーディな東日本大震災からの復興。 
着実な防災・減災対策の推進 

東日本大震災からの復興と福島の再生。東京電力福島第一原子力発電所事故の収束。

それは、いま日本が向き合っている特別な課題、解決すべき喫緊の課題です。国はまだ

被災地域の要請に十分応え切れていません。反省と真摯な姿勢を堅持しつつ、公明党

は早期に復興の道筋をつけ、原発事故の真の収束を進めます。

さらに、巨大地震など将来の大災害に備え、暮らしに安心をもたらします。
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３ 防災・減災対策の推進
①「防災・減災等国土強靱化基本法」を制定

東日本大震災の経験を踏まえ、大規模な自然災
害などからの備えを進める「防災・減災等に資す
る国土強靭化基本法」を制定します。
基本法は国民の生命や生活を守ることが目的
です。道路や学校といった建造物だけでなく、行

政機能や医療、エネルギーなど幅広い分野で防
災・減災対策を推進します。対策の実施に当たっ
ては災害に対する耐久力などを総点検する「脆
弱性評価」を行うとともに、費用の縮減や民間資
金の活用も推進します。

②首都直下地震と南海トラフ巨大地震対策を推進
首都直下地震は政治や行政、経済機能が集中
する首都圏に大打撃を与えます。行政機能の維
持やそのための基盤整備のほか、木造密集地域
対策や帰宅困難者対策、住民防災組織への支
援強化などを盛り込んだ特別措置法を制定し
ます。

一方、最大で40都府県で被害が及ぶなど、激甚
な被害想定が政府から出されている南海トラフ
巨大地震については、耐震化等の対策を着実に
推進。同時に津波避難対策を強力に推進するた
めの財政措置を盛り込んだ特別措置法を制定し
ます。

③地域や学校、家庭における防災力を向上
地域や学校、家庭の防災力を高めます。そのた
めには「自助」「共助」の強化が欠かせません。地
域ごとの被害想定を踏まえた防災マニュアルの
配布や防災訓練の実施を支援します。また、災害

から自身の身を守る力を養うとともに、子ども
を通じて家庭に防災意識を広げることが期待さ
れる「防災教育」の教科化をめざします。

④事前防災をさらに推進
大規模な自然災害に備えるため、道路や橋りょ
うや港湾などの社会インフラの老朽化対策を進
めます。同時に災害への耐久性を強化する事前
防災を一層推進します。社会インフラの管理に
当たってはアセットマネジメントを導入して費

用を縮減し、効率的な事業を展開します。
社会インフラの維持・管理を担う技術者不足が
顕著となっていることから、技術者の確保・育成
策を強化します。

２ 福島の再生と原発事故の真の収束
①福島を再生

除染、賠償、帰還支援など、福島の再生には広
範にわたる課題があります。この課題を整理し
た再生プランをもとに、被災者から理解を得られ
るよう福島再生を丁寧に進めます。
具体的な帰還支援策、生活再建策、賠償などに
ついては現場主義に徹し、被災自治体の要望に

応じて国の責任で実行します。また、低線量・内
部被ばくの防止対策に万全を期しながら継続的
な健康調査を実施します。
福島の一日も早い再生とともに、将来に希望が
持てるような「再生可能エネルギーの世界的な
先進地=福島」に向けた取り組みを加速します。

②廃炉に向けたロードマップを策定
今なお約15万人の方々が厳しい避難生活を余
儀なくされています。すべての国民が安心して
生活することができるよう、廃炉をはじめとし
た様々な課題に全力で取り組みます。
特に、東京電力福島第一原発の廃炉に当たって
は、今年中に４号機の使用済燃料プールから使

用済燃料の取り出しを開始します。廃炉に向け
た工程を明確にするため、各号機ごとの廃炉に
向けたロードマップを策定します。
また、廃炉に向けた技術者など人材の育成確保
について、国が責任を持って積極的に取り組み
ます。

③安全管理を厳格に
地元の方々や国民の安全・安心を確保するた
め、使用済燃料プールの冷却停止事故や、汚染水
漏れ事故などの再発防止対策等を行い、現場の
安全管理の徹底を進めます。
中でも、一日400トンのペースで汚染水が増
え続けている現状に対し、汚染水貯蔵タンク増
設等の長期的な保管計画の見直しを進めます。
また、汚染水の増加を抑制するため、地下水バイ

パスを進めるとともに、建屋への地下水流入を
抑制するためのさらなる対策の実施に向けた検
討を進めます。
さらに、放射性物質濃度をより一層低く管理す
るため、新たな処理設備を早期に安定稼働させ
るとともに、監視体制を強化し、環境への影響を
最小限に抑えます。

④除染を加速
物理・化学・生物学的な除去技術の研究開発を
進め、新技術の採用と利用拡大により、効果的か
つ迅速に除染作業を進めます。また、除染作業と
インフラ復旧等を一体的、同時的に推進し、作業
を効率化します。
「除染適正化プログラム」に基づき、作業を適
切に管理するとともに、従事者の放射線被ばく
線量の記録の保管を確実に行います。
除去土壌等については、現場保管容器の開発を
進め、記録簿に基づき安全に保管するとともに、

早期に現場保管から仮置場、中間貯蔵施設に移
行させます。
除染費用の円滑な支払いを確保するために、
環境省の「除染関係ガイドライン」を弾力的に運
用。除染交付金・補助金を柔軟に執行します。
福島県内に限らず、汚染状況重点調査地域内の
居住地域での除染への支援を強化。安全・安心の
生活環境を早期に実現します。
森林除染に関しては、汚染状況等を科学的に把
握し、総合的に対処します。
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2
実感できる経済回復。 
その成果を地域に中小企業に生活者に 

財政出動と金融緩和の効果を起動力として、成長戦略を具体化します。民間の投資や

消費を促し、規制改革を推進し、実体経済の回復を図ります。

好調な経済政策を支えると同時に、その経済成長を生活者の具体的な生活につなげて

いきます。経済成長の果実を地方経済や中小企業にもたらし、さらに若者や女性をは

じめとした雇用を拡大し、国民一人ひとりの所得の向上につなげます。

１ 成長戦略の実行
①エネルギー・環境分野で成長戦略を推進

１）省エネ技術による市場開拓と再エネ
導入促進

家庭・ビルなどへ、日本の優れた省エネ技術を
用いた製品の導入を促進。また、高効率の火力発
電所と排熱の地域的活用などにより、省エネ・節
電による新たな市場開拓を進めます。
さらに、電力システム改革の着実な実行によ
り、電力産業・市場を活性化させます。エネル
ギーの需要を無理なくスマートにコントロール
する「エネルギーマネジメント」を、家庭や中小
企業などの消費者が利用できるようにします。
そのために、多様な料金メニュー、サービス、電
源の種類等を選べるよう、スマートメーターの
導入促進、スマートグリッド（次世代送電網）の
構築等を積極的に推進し、イノベーションを創
出します。
再エネの導入促進に向け、固定価格買取制度を
安定的かつ継続的に運用できるようにします。
また、子や孫に再エネに関する投資について贈
与した場合、贈与税を軽減する「緑の贈与制度」
の創設を検討します。
また、新しい再生可能エネルギーの実用化に
向けた技術開発を進めます。風力発電のための
送電網の整備・広域運用、大型蓄電池の変電所や
再エネ発電等への設置・開発促進、浮体式洋上風
力発電などに積極的に取り組みます。そのため
に風力や地熱に係る環境アセスメントの期間短
縮、河川法手続の緩和、主任技術者制度をはじめ
とした保安規制の合理化といった規制改革を実
施します。

２）日本の技術力を生かした海外展開
日本企業がリードするスマートシティ開発、基
礎インフラ、スマートインフラ（ＣＯ２を排出し
ないビル・住宅や交通機関）、生活インフラ（上下
水道、廃棄物処理等）などに関する低炭素技術・
ノウハウをパッケージ化して輸出。アジア太平

洋地域における低炭素都市・地域づくりを推進
します。
また、高効率火力発電や、再エネ発電システム
等を新興国へ積極的に輸出し、地球温暖化に対
して日本の技術を生かした貢献をめざすなど、
地球環境に配慮した経済成長へつなげます。

３）低炭素・循環・自然共生の実現で、活
力と魅力あふれる地域を

地域の資源・特性を生かし、地域主導の自立・
分散型低炭素エネルギー社会への変革をめざし
ます。
そのために、官民・地域ファンドを立ち上げ、
CO２削減プロジェクトに対する投資を積極的に
推進します。例えば、自立・分散型低炭素エネル
ギー社会の構築（災害に強く、地産地消のエネル
ギー社会）や、低炭素地域交通の実現（低炭素公
共交通システム、カーシェアなどスマート交通
システム）、低炭素な都市空間・インフラづくり
（上下水道など地域インフラの低炭素化、廃棄物
施設を中核とする地域エネルギーセンターの構
築）等を強力に支援します。

４）海洋エネルギーと海洋資源の開発推
進と産業化

日本周辺海域で相当量の潜在的埋蔵が期待さ
れるメタンハイドレートの商業化を進めます
（平成30年度を目途）。また、海底熱水鉱床等を
エネルギー資源として利用するため、商業化に
向けた技術開発を官民連携の下、積極的に推進
します。
さらに、着床式、浮体式洋上風力発電の実用化
に向けた実証研究を進めます。加えて、波力、潮
力、海流、海洋温度差等の海洋エネルギーを活用
した発電技術について、発電コスト低減のため
の技術開発を促進します。
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④文化・観光振興、地域活性化に資する成長戦略

１） 成長分野としての文化芸術の振興
我が国の有形・無形の文化財や芸術文化は、世
界に誇るべき「国力」の表れです。これらの文化
芸術を新たな成長分野として振興し、世界へ発
信していくことは、日本経済再生のために不可
欠な投資です。
具体的には、①子どもたちの文化芸術体験機会
の大幅な拡充、②若手芸術家等の人材育成、③国
公私立文化施設の機能強化、④トップレベルの
舞台芸術創造活動等への支援、⑤文化財の保存・
活用・継承、などを通じ我が国の文化芸術の基盤
を強化します。

２）クール・ジャパンによる観光振興
コンテンツ、ファッション、日本食、地域資源
など日本の魅力を海外に発信。日本のモノや
サービスを海外に売り出すクール・ジャパン戦
略と、外国人観光客を国内へ呼び込み、国内での
消費を盛んにする観光振興を結びつけた「クー
ル・ジャパン観光」を推進します。

３）訪日観光客増大のための環境整備
観光ビザの発給要件の緩和を検討するととも
に、外国人の目線を考えた外国語日本紹介サイ
トの立ち上げを推進。さらに施設、案内表示、

サービスの提供をめざします。
また、観光資源の発掘、国際会議の誘致と国際
コンベンションセンターの整備を進め、さらに
行政が持つ施設情報や避難所の位置情報等の公
開によってこれまでにないサービスを実施する
など、きめ細やかな“おもてなし精神”で、観光振
興へとつなげます。

４）特色あるまちづくりで地域社会を
再生

まちづくりの専門人材を育成し、その土地に根
ざした地域づくりのリーダーとなり得る人材の
養成・ネットワーク化を進めます。活性化の取り
組みを全国の地方都市に拡大させるため、地域
の実情に応じた取り組みに対して柔軟に後押し
ができるよう、新たな支援体系を構築します。
また、全国各地の有形、無形文化財を再調査、
再発見し、中心市街地のスペースを活用した伝
統文化の復興を行う「文化、芸術振興村（仮称）」
の設置等、地域共同体の復興をめざします。
さらに、コミュニティ機能強化に向けた商店街
支援、空き店舗・空き地の有効利用のための税制
支援や空き店舗等を活用した中心市街地の防災
拠点化（防災城下町（仮称））等に取り組みます。

⑤成長戦略の担い手としての中小企業政策の拡充

１）環境・エネルギーや健康・医療・介護
などを担う中小企業を支援

環境・エネルギー、健康・医療・介護などの成長
分野での研究開発に対して、研究開発促進税制
の税額控除率の引き上げ、製品のライフサイク
ルが短い先端分野における設備投資の早期回収
を可能とするための税制措置等を検討します。
また、先端技術分野における国際標準の獲得を
戦略的に進めるため、官民が連携し、専門家の育
成、国際的に競争力のある認証機関の育成をめ
ざします。

２）成長市場取り込みと、海外展開に向
けた支援の拡充

基礎技術の技術開発支援、「ものづくり補助
金」の継続、製品化・量産段階における支援を拡
充します。つまり、基礎技術から市場投入までの
一貫した技術開発を支援することで、アジア諸

国企業に対する競争力を強化します。
また、アジア等の成長市場を取り込むため、税
務・法務・知財に関する相談・助成、パートナー探
しなど、現地でのワンストップ支援体制の強化
を図ります。さらにホームページの翻訳支援等
を通じ、中小企業の海外販路開拓を応援します。

３）販路開拓・人材確保を支援
販路開拓のため、ビジネスに直結する展示会

（見本市）の支援を行うとともに、企業ＯＢや各
種専門家による支援を強化します。
人材確保のため、新卒者や女性等を対象とした
中小企業におけるインターンシップ支援をはじ
め、中小企業の魅力発信からマッチング、採用・
定着までの一貫した支援を行います。また新た
に、若手従業員のスキルアップを図るための支
援や、Ｉターン人材、Ｕターン人材を対象とした
人材確保への支援を強化します。

②健康・医療分野で成長戦略を展開

１）健康・医療等の技術革新と海外展開
再生医療などの先端医療の研究から実用化ま
でを産学官一体で進めます。そのための司令塔
機能である「日本版ＮＩＨ」を創設するととも
に、医薬品・医療機器の迅速な審査を実現するた
めＰMＤＡ（医薬品医療機器総合機構）などの体
制を強化。医療分野の国際競争力を高めます。
また、新興国等に対し、日本の医薬・医療機器・介
護システムをパッケージで輸出するなど、医療
の海外展開を推進します。

２）介護機器等の研究開発支援と、ＩＣＴ
を活用したサービスの提供

安価で使いやすいロボット介護機器等を普及
させます。そのために研究開発、リース等による

支援を推進します。また、個人が医療データを管
理・活用することにより、質の高い健康管理と、
医療提供の効率化を推進できるよう、保健・医療
情報等のデータベース化やＩＣＴ化（情報通信
技術）を進めます。

３）健康長寿のための治療法の開発と、
予防・健康管理の徹底

疾病予防のためのワクチン開発、ｉＰＳ細胞
（人工多能性幹細胞）を活用した難病疾病の治療
法開発等を推進します。また、配食・見守り・通
院支援等の生活支援サービスなど、公的保険に
依存しない民間サービスの育成をめざした環境
整備を推進します。

③農林水産分野で成長戦略を拡大

１）被災地における農林水産業の振興・
復興加速化

東日本大震災の被災地における農地や漁港等
の本格的な復旧・復興を加速化させます。放射性
物質に対する安全対策の強化、農地の大区画化
など農地基盤の強化、漁港等の高度衛生管理体
制の構築や流通・加工機能の強化、先端的技術の
大規模実証研究を推進するなど、積極的な施策
を講じます。

２）経営所得安定対策を法制化
農業の多面的機能の維持に対する直接支払い
の拡充をめざします。また、農家の経営所得安定
対策については、固定部分を維持しながら、変動
部分について農家からの拠出を伴う制度へと見
直し、法制化をめざします。

３）耕作放棄地を再生利用
農地の借り受け・貸付の中間的な受け皿となる

「農地中間管理機構（仮称）」の整備・活用等によ
り、耕作放棄地の再生利用を推進します。

４）担い手に農地集積を加速化
法人を含む認定農業者を人・農地プランの中核
経営体として育成します。また、「農地中間管理
機構（仮称）」等により農地集積を加速化させ、担
い手が利用する農地面積の割合を、現状の約５
割から10年間で８割への増加をめざします。

５）高付加価値化による地域活性化
農林漁業成長産業化ファンドの拡充・活用や、
医食農連携など多様な業種との連携で高付加価
値化を推進します。10年間で10兆円規模の６
次産業化を推進し、地域の活性化へつなげます。

６）農林水産物の輸出額を倍増
品目別・国別に農林水産物等の輸出戦略を作
成。日本食の海外展開と輸出促進を一体的に展
開するため、人材育成、知的財産権の監視システ
ムの構築、商標登録の推進等により、輸出額倍増
（4500億円→１兆円）をめざします。

７）野生鳥獣・海獣被害対策を強化
野生鳥獣（シカ、イノシシ等）や海獣（トド等）
による被害対策を強化します。被害が発生して
いるすべての市町村が、必要に応じて鳥獣被害
対策実施隊を設置できるようにするとともに、
野生鳥獣の食肉処理施設の増設をめざします。

８）都市の農業を振興
市民農園・農業体験農園の整備など、「農」のあ
る暮らしづくりを推進します。都市にあって多
面的な機能を担う都市農業が持続可能となるよ
う、都市農業振興法の制定をめざします。
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仕事を強いる企業への対策を強化します。具体
的には、違法の疑いがある企業等に対する立入
調査の実施、重大・悪質な場合の司法処分および
企業名の公表、一定規模以上の企業に対する離
職率等の公表義務化などを検討します。
学生のキャリア教育やインターンシップへの
支援を充実させるとともに、新卒者に対して、一
人ひとりの特性に合わせたマッチング等の就業
支援を強化します。
若者サポートステーションの拡充や合宿形式
の支援など、ニート対策を強化し、さらに、社会
人の学び直しへの支援や、若年技能者の育成に
取り組みます。
地域の中小企業による合同の新人研修や相互

出向など、地域経済を支える人材を共同で育成
する仕組み（地域人材育成コンソーシアム（仮
称））の構築を支援します。

５）子育て世代の世帯収入を増加
デフレ経済の中で減少してきた「世帯収入」の
増加をめざします。特に、子育て世代の「世帯収
入」を増やすために、生産性向上による企業収益
を確実に賃金の上昇に反映させます。そのため
に政労使による「賃金の配分に関するルール」づ
くりを進めます。正規・非正規間の格差是正に向
けた取り組み、ワークライフバランスの実現、女
性の社会進出支援、待機児童の解消、教育費の負
担軽減等の取り組みを総合的に支援します。

⑦科学技術・イノベーション体制の強化と、宇宙・海洋研究開発の促進

１）科学技術・イノベーション体制を強化
総理に科学的助言を行う「科学技術顧問」を設
置するなど、司令塔機能の強化をめざします。
また、最先端研究開発支援プログラム（ＦＩＲＳ
Ｔ）の第２弾の検討と、多年度にわたる基金化を
推進します。研究開発の成果を向上させるため、
研究開発法人制度について検討を進めます。

２）宇宙インフラ整備と防災・安全保障
を強化

日本が中核となる衛星ネットワーク（ＡＳＥＡ
Ｎ防災ネットワーク）を構築し、各国が保有する
地球観測衛星を連携して運用。安全保障、災害
対応、海洋監視、国土管理の能力強化をめざしま
す。日本の産業振興はもとより、ＡＳＥＡＮ諸国
の人材育成や産業・雇用創出をめざします。

３）「準天頂衛星システム」の開発・整備
2010年代後半を目標に、準天頂衛星システム

（衛星による測位システム）を４機体制へと整備
拡充。次世代社会インフラとして産業の創出、高
度化に役立てるとともに、アジア太平洋におけ
る測位インフラへの貢献をめざします。

４） 海洋エネルギーと海洋資源の開発推
進と産業化

日本周辺海域に相当量の潜在的埋蔵が期待さ
れるメタンハイドレート。将来のエネルギー資
源としてこれを利用可能とするため、海洋産出
試験の結果を踏まえ、平成30年度を目標に、商
業化の実現に向けた技術の開発を行います。そ
の際、平成30年代後半に民間企業が主導する商
業化のためのプロジェクトが開始されるよう、
国際情勢をにらみつつ、技術開発の促進を促し
ます。
海底熱水鉱床については、平成30年代後半以
降に民間企業が参画する商業化をめざしたプロ
ジェクトが開始されるよう推進します。既知鉱
床の資源量評価、新鉱床の発見と概略資源量の
把握、実海域実験を含めた採鉱・揚鉱に係る機器
の技術開発を、官民連携の下で進めます。
さらに、銚子沖および北九州沖における着床式
洋上風力発電、五島市椛島沖および福島県沖に
おける浮体式洋上風力発電の実証研究等を行い
ます。また、波力、潮力、海流、海洋温度差等の海
洋エネルギーを活用した発電技術として、40円
／kwhの達成を目標とする実用機を開発するな
ど、より一層の発電コストの低減をめざすため
の要素技術の開発を推進します。

４）女性や若者等の起業・創業を促進
今後の起業・創業の担い手として期待される
女性や若者。未来を担う人びとが起業を考え始
めるきっかけづくりの場を提供します。先輩起
業家による魅力発信や、起業準備期間の生活支
援として貸与型の生活助成金（ＮＥＷビジネス
チャレンジローン（仮称））を創設するなど、きめ
細やかな支援を行います。
また、創業向け融資制度を抜本的に拡充し、金
利の減免等をめざします。さらに、経営支援・行
政手続簡素化と一体となった商業インキュベー

ション施設（商業関係の起業家が巣立つまでサ
ポートする施設）の設置や地域の経営資源を活
用した起業に対する支援を行います。

５）事業承継の円滑化を支援
中小・小規模企業にとって切実な課題である事
業承継を円滑にするため、事業引継ぎに関する
専門的な支援を行う全国的な組織の拡大を図り
ます。個人事業主については、事業用資産につい
ての相続税の軽減措置を講じるなど、事業承継
を推進するための体制を抜本的に強化します。

⑥女性・若者の力を成長の原動力へ

１）女性の就業環境を整備
少子高齢化により人口が減少する中、日本再建
の鍵を握っているのは女性です。女性が働き続
けることは、企業も、働く女性も、社会もそれぞ
れにとって大きなメリットがあります。そのた
めに、まず今年度から前倒しして実施する「待機
児童解消加速化プラン」を、社会福祉法人に限ら
ず、株式会社やＮＰＯ等、多様な主体の参入によ
り確実に実現します。
また、仕事と家庭の両立支援に意欲的に取り組
む企業に対する税制優遇制度を積極的に検討し
ます。さらに、育児休業制度の支給ルールを見直
し、男性も女性も取得しやすい制度への改善に
取り組みます。

２）女性の再就職支援と創業支援
子育てを終えた後の再就職。その不安を解消
し、スムーズに就労するために有効なインター
ンシップ制度とトライアル雇用制度を、2014年
度以降も継続します。
社会的課題の解決をめざす社会的企業の担い
手の多くは女性です。こうした女性を支援する

ことは地域の活性化にもつながることから、女
性の起業に向け、資金面にとどまらず、知識・ノ
ウハウ面でのサポート等を含め、新たな支援策
を構築します。

３）短時間正社員制度の推進など多様な
働き方を促進

個人のライフスタイルに応じた多様な働き方
を促進するため、フルタイムの正社員が一定の
期間だけ短時間で働く短時間正社員制度を拡充
します。また、自宅や外出先に居ながらＩＣＴを
活用して仕事を行うテレワークや在宅勤務の導
入などを促進します。

４）若者の良質な雇用創出と安定
若者のための良質な雇用機会を創り出し、雇用
の安定を図ります。非正規労働者について、正規
雇用への転換、人材育成、処遇改善などに取り組
む事業者への助成金（キャリアアップ助成金）の
活用など、総合的な対策を行いつつ、多元的な働
き方の普及・拡大を推進します。
若年労働者などに対して劣悪な労務環境下で
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３ 中小企業・小規模事業者の振興
①円安による燃料・原材料価格高騰への対策

円安による燃料や原材料価格の高騰によって
影響が大きい中小・小規模事業者、農林水産業、
運輸業等に対して支援を強化します。資金繰り
支援、配合飼料価格を安定させるための財政措
置、水産業をはじめとする燃料費高騰負担に対
する軽減措置、燃料サーチャージ制の導入促進
など、業種ごとのきめ細やかな支援を総合的に
検討し、対策を講じます。

また、より安価な液化天然ガス（LNG）の安定
的な輸入に向け、政府・与党一体となって取り組
みます。
そのために、米国からのLNG輸入の早期実現、
消費国間の連携等によってバーゲニングパワー
（交渉力）を強化し、石油価格連動からの脱却を
めざします。

②女性や若者等の起業・創業を促進
【既述】

③人材の確保（新卒者とのマッチング支援、インターンシップ支援）
中小企業と若者の間にある「壁」を打破し、意
欲ある人材を確保するため、中小企業の魅力発
信やインターネットを活用したマッチング支援
を強力に実施します。キャリア教育の充実や学
生と企業の双方にとってインセンティブが働く
インターンシップ制度の拡充をめざします。

また中小企業在職者がスキルアップや資格試
験受験対策等のキャリアアップを図ることを支
援します。その一つが地域の中小企業や支援機
関等が一体となって行う研修制度の充実等の支
援策。力ある人材を育成し、日本の中小企業の底
力をアップします。

④事業再生・再チャレンジを強力支援
個人と法人の資産の分離を前提に、事業者が金
融機関から融資を受ける際に重い負担となる、
個人保証の段階的廃止をめざします。
また、柔軟な資金調達を可能とするため、担保
を処分しても債務が残る場合は、その後も返済
義務が残る直接貸付ではなく、特定の事業等を
対象に収益性に基づいて融資を受けられ、対象
事業以外には債務請求の範囲を遡及しないノン

リコースローンの普及・拡大をめざします。こう
した返済義務を融資対象に限定した融資制度に
より、中小企業の事業再生や経営者の再チャレ
ンジを力強く応援します。
中小企業の資金繰り、事業再生、販売等を含
め、ワンストップで相談が受けられる窓口を地
域の実情に応じて整備し、中小企業支援体制を
強化します。

⑤円滑な事業承継
【既述】

２ 雇用・所得の拡大
①物価上昇を上回る所得を確保

公明党は「賃金上昇と消費拡大の好循環」によ
り、社会全体が経済回復を実感できるとともに、
持続的な経済成長を図ります。
デフレ経済下の10年間で減少した平均給与
10％分を取り戻し、さらなる世帯収入の向上を
めざし、物価上昇を上回る所得の上昇をめざし
ます。

＝参考＝
「国税庁の民間給与実態統計調査によると、2011年の平均
給与は前年比0.7％減の409万円。10年前の01年と比べて
10％も減った。（日経新聞2013年１月13日）」「国税庁の民
間給与実態統計調査によると、民間給与の平均は1997年の
467万円をピークに下落傾向が続き、11年は409万円だっ
た。男性だけだと577万円（97年）から503万円（11年）に
減っている。（同2012年12月20日）」

②世帯収入の増加で、人口減少社会の反転の第一歩に
共働き（ダブルインカム）世帯数の増加を踏ま
え、「世帯」の収入に着目し、デフレ経済の下で減
少してきた「世帯収入」の増加をめざします。
特に、子育て世代の「世帯収入」を増やすことは、
待機児童解消などの社会保障の充実策と相まっ
て、子育てに安心を与え、将来世代の基盤をつく
り、人口減少社会を反転する第一歩となります。

具体的には、①生産性向上による企業収益を確
実に賃金の上昇に反映させるため、政労使による
「賃金の配分に関するルール」づくりを進める。
②正規・非正規間の格差是正に向けた取り組みを
推進。③その他、ワークライフバランスの実現、
女性の社会進出支援、待機児童の解消、教育費の
負担軽減の取り組み等を総合的に支援します。

③若者の良質な雇用の創出と安定
【既述】

④構造変化への柔軟な対応と労働者の雇用・生活の安定と両立
産業構造の変化に対応し、失業時期をつくら
ずに成熟産業から成長産業に円滑に労働移動が
できるよう、自発的なキャリアアップを支援す
る制度を創設します。また、労働移動支援助成
金の拡充等により、スキルアップやキャリア・

チェンジを支援します。さらに、ジョブ・カード
を活用した実践的な職業訓練を推進し、マッチ
ング機能の強化を図り、産業構造の変化への柔
軟な対応と、労働者の雇用・生活の安定の両立に
努めます。

⑤希望に応じた多様で柔軟な働き方の環境を整備
ワークライフバランスの実現をめざし、働き
方や休み方を見直すための情報発信を強化しま
す。同時に勤務地限定や労働時間限定など多元
的な働き方を普及する環境整備を行います。
女性の社会進出を推進し、仕事と子育ての両立

支援などに取り組む企業に税制優遇や助成制度
の充実を検討します。待機児童解消に向け保育
士の確保や保育所の整備などを推進します。
経験豊かな高齢者が能力を発揮できるよう、企
業や地域社会の環境整備を進めます。

⑥雇用拡大企業、賃金拡充企業への支援を拡大
フリーターやニート等の若者を試験的に採用
する企業を補助するトライアル雇用奨励金を拡
充。雇用情勢が特に厳しい地域で求職者の雇い
入れ等を行う事業主への助成金（地域雇用開発
奨励金）や、雇用促進税制等の活用により、雇用
を拡大する企業を支援します。
賃金の引き上げに取り組む企業への支援を拡

充します。また、最低賃金の引き上げに向けた環
境整備を進めます。特に中小企業に対する支援
の充実を図り、賃金水準の底上げに取り組む企
業への助成金（業務改善助成金）や、業界を挙げ
た賃金底上げの環境整備を支援する助成金（業
種別中小企業団体助成金）などの拡充を推進し
ます。
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3
さらにきめ細かな
社会保障の充実と教育の改革 

社会保障と税の一体改革関連法が昨年成立しました。これにより当面の年金改革（年

金受給資格年数の25年から10年への短縮、被用者年金の一元化等）と、子ども・子育て

支援は成果を得ました。公明党は、包容力のある「共助社会」をめざし、引き続き、年

金・医療・介護・子育て支援等の充実に取り組みます。

また、いじめ問題への対策や教育委員会制度の機能強化、大学教育の改革、奨学金制度

の拡充など、教育の改革に取り組みます。

４ 地方の活性化
①雇用の確保

１）地域雇用対策
「地元で働きたい」、「自然豊かな環境で子育て
したい」といった多様なライフスタイルに合っ
た働き方を実現させます。希望する地方への就
職・転職・移住を促進するための、市町村や地元
企業の取り組みを支援します。
特に、雇用情勢に地域差が見られる中で、地域
の雇用創造を自発的に推進する市町村や民間企
業等の取り組みを促進するため、税制優遇や財
政支援の充実を検討します。また、雇用拡大が期
待される農林水産業や観光産業など地方の特徴
ある産業を振興します。

２）女性の就労環境の充実、再就職を支援
女性の社会進出を推進し、仕事と子育ての両

立支援などに取り組む企業に対する税制優遇や
助成制度を充実させます。また、待機児童解消
に向け保育士の確保や保育所の整備などを推進
します。

３）高齢者雇用を推進
経験豊かな高齢者が能力を発揮できるよう、雇
用環境の整備に取り組む事業主への助成等によ
り、企業や地域社会の環境整備を進めます。ま
た、シルバー人材センターの活用、技能講習や面
接会等の充実、職業生活設計に関する支援など、
定年退職後の多様な就業ニーズに対応するとと
もに、雇い入れへの助成等により企業の受け入
れを促進します。

②市街地を元気に、生活の足を便利に。地方都市の活性化

１）都市から地方への積極的な移住を促進
地域社会での様々な生活関連サービスの事業
と雇用を創造するため、ＮＰＯや社会起業家の
起業を支援します。また、定年退職者の農業、観
光業への就労、若者の新規就農等を通じて、大都
市圏から地方への人口移動を促進します。

２）特色あるまちづくりで地域社会を再生
【既述】

３）低炭素まちづくりを推進
世界最先端の低炭素社会を構築するため、地方

公共団体の「低炭素まちづくり」の取り組みを加
速させます。税制優遇や財政支援の拡充等を検
討します。また、低炭素化を促進する観点から、
税制全体のグリーン化を推進します。

４）買い物弱者対策
空き店舗を活用し、買い物バスなどの地域公共
交通を確保するなど、民間の創意工夫ある事業
を支援する買い物弱者対策関連事業を拡充しま
す。また、地域住民のニーズに合わせた買い物弱
者対策を進めます。

③ＩＣＴを活用した医療、福祉
ＩＣＴ関連技術を活用して遠隔医療を確立。
児童や高齢者の見守り体制の整備、防災情報提
供などの取り組みを推進し、地域住民が安全・安
心を実感できる環境をめざします。

特に、ブロードバンドと防災・医療等の公共的
アプリケーションとの一体的整備を推進し、情
報格差の早期解消に取り組みます。
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２ 充実の医療・介護体制の確立
①「地域包括ケアシステム」を構築

医療、介護、生活支援サービスを、高齢者が住
み慣れた地域で安心して受けることができるよ
う「地域包括ケアシステム」の構築を進めます。
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合
わせた複合型サービスを大幅に拡充。さらに、Ｉ

ＣＴの活用も含め24時間365日いつでも利用
可能な在宅支援サービスを強化します。あわせ
て、必要な介護・看護人材の確保、処遇改善を進
めます。

②健康日本へ、がん対策・予防医療を拡充
健康長寿の社会を構築するため、がん、循環器
疾患、糖尿病などの生活習慣病の予防対策を進
めます。
がん対策については、放射線療法・化学療法の
普及と専門医を育成。また、がんを担当するすべ
ての医師への緩和ケア研修の推進、がん検診率
50％以上の達成、がん登録の義務化、新たな医薬
品などの承認審査の迅速化等に取り組むなど、

がん対策推進基本計画の個別目標の実現をめざ
します。
あわせて、小中高校生に対するがん教育を推進
します。
2013年度から定期接種化された子宮頸がん、
ヒブ、小児用肺炎球菌に加え、成人用肺炎球菌、
水痘、おたふくかぜ、Ｂ型肝炎など、必要なワク
チンの定期接種化を推進します。

③高額療養費制度の見直し
高額療養費制度について、70歳未満の年間所
得300万円以下世帯（住民税非課税世帯は除く）
の医療費の負担上限額を、現在の月額約８万円
から約４万円に引き下げます。また、年間上限額

の新設や70歳未満について医療費が２万１千円
を超えたものでないと世帯合算できないなど、
現行制度が抱える問題を早急に見直します。

④難病対策の抜本的な改革
難病対策を抜本的に改革し、難病で苦しむ患者
を社会で支える体制を築き上げます。
そのため、将来にわたって安定的な難病対策が
施されるよう、医療費助成の対象疾患の拡大、医
療体制の整備、効果的な治療方法の開発・研究の
促進、就労支援の拡充・強化、福祉・介護の充実な

どに力強く取り組むための「難病対策総合支援
法（仮称）」を早急に制定します。
医療費の負担軽減については、医療保険におけ
る高額療養費制度の見直しとあわせて、適切な
措置を講じます。

⑤再生医療を推進
世界に先駆けて、国民が「ｉＰＳ細胞」等によ
る再生医療を迅速かつ安全に受けられるように
するため、先進的な研究開発への助成等の支援、

臨床研究や治験環境の整備、承認審査の迅速化、
専門的知識を有する人材の確保と養成、などを
進めます。

１ ワークライフバランスの推進
（仕事と子育て・介護等との両立）

①待機児童を早期に解消（遅くとも５年で解消）
待機児童解消への取り組みを加速化し、可能な
限り早く、遅くとも５年で解消します。
認定こども園、保育所の整備促進、小規模保育
や延長保育、病児・病後児保育、夜間・休日保育な
どを計画的に拡充します。また、社会福祉法人だ
けではなく、株式会社やＮＰＯ等、多様な主体の

参入を進めます。仕事と家庭の両立支援に積極
的に取り組む企業に対する税制優遇制度を積極
的に検討します。
それとともに、認可外保育施設の認可施設への
移行を促進するための財政支援等を拡充。保育
士等の必要な人材の確保、処遇改善を進めます。

②幼児教育の無償化を推進
すべての子どもに質の高い幼児教育を保障す
るため、小学校就学前３年間の幼稚園・保育所・
認定こども園等の幼児教育の無償化を実現しま

す。まずは、保育所の待機児童の解消を進めなが
ら、財源の確保とあわせ、段階的な導入をめざし
ます。

③短時間正社員制度など多様な働き方を促進
【既述】

④育児介護休暇・休業を拡充
仕事と子育ての両立を推進する施策を充実さ
せます。男女とも正規・非正規を問わず、子ども
が３歳になるまでは育児休業（現行：１歳まで。
一定の場合は１歳半まで）を取得できるように
します。また、子どもの看護休暇制度の対象者
を、現行「就学前」を「就学後の児童」へ、短時間勤
務等の措置が受けられる対象者を、現行「３歳未
満」を「就学前」へ、それぞれ拡充します。
介護と仕事の両立を図るためには、介護休業・

介護休暇・短時間勤務等の制度を拡充し、あわせ
て要介護者の状況等によって柔軟に介護休業制
度を活用できるよう見直します。
企業における従業員の仕事と子育ての両立支
援を推進するための「次世代育成支援対策推進
法」（2014年度末が期限）を延長します。また、
ワークライフバランスを推進する企業に対する
税制優遇を含めた支援措置を設けます。
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５ 教育の改革
①いじめのない学校へ、体験教育の充実など

スクールカウンセラーや児童支援専任教諭等
の常時配置を一層進めます。それとともに、養護
教諭の大幅な増員を図るなど、いじめ等で悩む
子どもたちが相談しやすい環境を整えます。

子どもの健やかな成長のために文化・芸術等の
体験学習をはじめスポーツやキャンプ等の自然
体験などを増やします。

②教育委員会制度の機能を強化
いじめ・体罰などは、現在学校を取り巻く深刻
な課題です。この課題等に適切に対応するため、
教育委員会制度について、政治的中立性・教育の
継続性をしっかりと確保した上で、権限と責任
を明確にし、教育委員の選定方法を見直し、その

機能強化を行います。
さらに、議論の形骸化を防ぐため、地域住民の意
向が反映される仕組みの導入に取り組み、教育委
員会制度の質の向上を図ります。

③大学教育の改革
就職活動期間の早期化・長期化を是正するた
め、学生の就活開始の時期を遅らせます。社会の
求める人材を育成するため、大学生のインター
ンシップ参加、資格取得などキャリア形成支援
を強力に推進します。
秋入学やギャップイヤーの導入により、海外へ

の留学生数を倍増させるとともに、留学生数増
加に向けた留学奨学金などの経済支援を抜本的
に拡充します。
給付型奨学金の創設や無利子奨学金の拡充を
めざし、現行10％の奨学金延滞利息の引き下げ
などを実現します。

④障がいのある子どもへの特別支援教育
障がいのある者とない者が共に学ぶことを通
して、共生社会の実現に貢献しようという考え
方=「インクルーシブ教育システム」を構築し、特
別支援教育の充実を推進します。小学校・中学

校・高等学校等に特別支援学級の設置を推進す
るとともに、特別支援教育支援員の拡充を進め、
国連の障害者権利条約の批准を推進します。

⑤教育ニーズの多様化への対応（電子黒板やデイジー教科書の普及）
教育ニーズの多様化に対応するために、電子黒
板をはじめとしたＩＣＴを利用した教育プログ
ラムを普及させます。また、特別支援教育でのマ

ルチメディアデイジー教科書の導入を促進する
など、教科書のバリアフリー化を進めます。

⑥文化芸術立国の実現
【既述】

３ 年金の機能を強化
①低所得者への年金加算の拡充

新たな福祉的給付として実施される実質的な
年金加算や免除期間加算の効果を検証し、より
一層の拡充による低年金・無年金対策に取り組

みます。その際、あわせて障害基礎年金の加算な
ど所得保障をより充実させます。

②被用者年金のさらなる適用拡大
社会保険における「格差」を是正するために、
一体改革による短時間労働者に対する厚生年金
の適用拡大（2016年10月）を踏まえ、さらなる
被用者年金の適用拡大に取り組みます。

また、マイナンバー制度の早期導入による「免
除制度」の確実な適用を図るなど、国民年金の未
納・未加入問題の解消を進めます。

４ 万全なセーフティネットの強化
①新しい生活困窮者支援制度を構築

生活困窮者が自立でき、安心して暮らすことが
できるよう、総合的な生活困窮者支援の体制を
整備します。生活困窮者に対する包括的な相談
支援事業、中間的な就労の場の提供、教育学習支
援、住まいの確保のための給付金の支給など、地

域の実情に応じて実行できる施策です。また、低
所得世帯などに対する生活福祉資金貸付制度な
ど既存の制度を含め、万全なセーフティネットを
構築します。

②子どもの貧困対策を総合的に推進
子どもの将来が、生まれ育った環境によって左
右されず、健やかに育成される環境を整備する
ため、教育の機会均等、生活支援、経済的支援、

保護者の就労支援など、子どもの貧困対策を総
合的に推進する体制をつくります。

③求職者支援制度を充実
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない場
合に職業訓練や生活費の支給を受けることがで
きる制度です。対象となる職業訓練のメニュー

を社会的ニーズや対象者のニーズに合わせ拡大
するなど、制度の充実を図ります。

④税と給付を組み合わせた生活支援制度の導入
生活支援、子育て・教育支援等のため、減税と
低所得者への給付を組み合わせた「給付付き税

額控除制度」の導入を検討します。
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１ 地域主権型道州制の導入へ
「道州制推進基本法」を制定

①「道州制推進基本法」を制定
「道州制推進基本法」を制定し、それに基づき
内閣に道州制推進本部を設置（本部長＝内閣総

理大臣）します。

②「道州制国民会議」の設置
諮問機関として「道州制国民会議」を設置し、
３年間かけて道州制移行に向けて国民的議論を
行います。地方の意見を最大限取り入れ、中央
集権的な日本の統治機構を改め、地域の活性化

や行政サービスの充実につながる道州制の制
度設計の構築に取り組みます。
「道州制国民会議」の最終答申を受けた後、２
年を目標に必要な法的措置を講じます。

２ 行財政改革の着実な実行
①新たな公会計制度の導入で「財政の見える化」を推進

予算のムダを発見しやすくするために、複式簿
記・発生主義会計による行政コスト計算結果な
どを行政のＰＤＣＡサイクルの中で活用できる

ようにします。“ガラス張り”の財政の実現に取
り組み、予算のムダを削り、真に必要な政策のた
めに税金を使えるようにします。

②独立行政法人改革
現在102ある独立行政法人を、第三者機関等に
より徹底検証し、ムダ、不正の一掃をめざします。
独立行政法人や公益法人、また地方自治体の補
助金等を原資に積み立てた基金等について、毎
年度、事業の執行状況等の公表を行います。政策

の見直し等により、不要な余剰金等を国庫に返
納する仕組みをつくります。あわせて、独立行政
法人および独立行政法人等の金融業務を第三者
機関等により検証し、ムダの一掃をめざします。4

新しい「国のかたち」と行財政改革 
 

中央集権的な国の統治機構のあり方を改めます。地域の自主決定により、地域特性を

活かした経済発展をめざし、住民本位の行政サービスを提供できる「地域主権型道州

制」を導入します。また、財政健全化に着実に取り組むとともに、公会計改革による「財

政の見える化」や、独立行政法人改革を進めます。
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安定した平和と繁栄の対外関係 

日米関係の基盤を強化するとともに、近隣諸国とは、対話と協議により領土を巡る外交

問題を解決に導き、関係改善を図ります。また、憲法の「平和主義」や非核三原則を堅持

し、日本独自の平和外交を進めます。

１ 中・露・韓など近隣諸国との関係改善
①定期的な首脳会談を実現

中国・ロシア・韓国など近隣諸国との関係の再
構築を図るため、定期的な首脳会談の実現など
政治家や指導者同士の対話を推進します。同時

に青少年交流や環境、社会福祉、学術、文化など
における人的交流を促進します。

②北東アジアの平和と安定
核実験やミサイル発射など北東アジアの平和
と安定に重大な脅威となっている北朝鮮に対し
て、国際社会が結束して断固たる対応を取りま

す。同時に、６カ国協議を再開し、拉致、核、ミサ
イル問題の包括的な解決に取り組みます。

③日中間の海上連絡メカニズムを構築
日中間の偶発的な衝突回避を目的とした「海
上連絡メカニズム」の構築など、不測の事態を未

然に防ぐシステムづくりを推進します。

④東アジア環境協力（ＰＭ2.5、黄砂対策など）
ＰＭ2.5や黄砂、酸性雨などに関し、大気の環
境改善を図るため、日中韓３カ国で、互恵的な研
究・技術・教育面での協力や自治体間の交流など

を進めます。さらにＡＳＥＡＮ諸国等を含む、東
アジアの環境協力の枠組みづくりをめざします。

２ 経済連携、資源外交の推進
①日・中・韓、日・ＥＵなど経済連携協定を推進

ＴＰＰ交渉と並行して日中韓の自由貿易協定
（ＦＴＡ）や東アジア地域包括的経済連携（ＲＣ
ＥＰ）などに主導的に取り組みます。アジア太平

洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の成立をめざすとと
もに、日・ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ）などの貿易
ルールづくりを積極的に推進します。

②資源確保のための外交を推進
安価な天然ガスやレアメタルなど資源の安定
的な供給を確保するため、資源供給国との関係を

強化するとともに、供給国の多角化を図るなど、
戦略的な資源・エネルギー外交を推進します。
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３「核軍縮」や「人間の安全保障」で
世界の平和に貢献
①核ゼロの世界へ核軍縮を推進

核軍縮・核不拡散を推進するため、核不拡散条
約（ＮＰＴ）の体制を強化するとともに、「核兵器
禁止条約」を提案します。また、政府が「永遠に
核兵器を保有しない」との方針を明確に宣言す

べきことを主張します。
さらに、2015年に「核廃絶サミット」を広島と
長崎で行うことを提案します。

②「人間の安全保障」を推進
経済的貧困、飢餓、麻薬、感染症から生命、安全
を守り、さらに、地球の環境保全、女性の地位向
上、人身取引根絶、安全な水の供給、防災などの

「人間の安全保障」分野に政府開発援助（ＯＤＡ）
の20％を優先配分します。

当面する
重要政治課題重点政策

参議院選挙２０１３
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将来まで安心できる暮らし。
それを支えるのは社会保障

の安定と機能強化です。そのため
に昨年、自民･公明･民主の３党は

「社会保障と税の一体改革」実行で
合意しました。社会保障の安定し
た財源を確保するために、経済状
況の好転を確認の上で、2014 年
４月に消費税率が８％に、15年10
月に10％に引き上げられる予定
です。
公明党はすでに一体改革で、当面
の年金改革や子ども・子育て支援
に成果を得ました。引き続き、年
金・医療・介護・子育て支援等の充
実に取り組み続けます。

自動車、住宅取得など、税負担
の軽減を
諸外国と比べても過重な負担増
となる自動車関連の税制につい
て、公明党は消費税率の引き上げ
に伴って、簡素化、負担軽減、グ

リーン化の観点から抜本的に改
めます。自動車取得税は、消費税
８％時点から引き下げ、10％時
点で廃止します。さらにエコカー
減税を拡充するとともに、自動車
重量税、自動車税も廃止、統合を
含め根本から見直します。
住宅を取得する時の消費税の負
担も過重になることから、住宅
ローン減税は延長･拡充が行なわ
れます。それに加えて減税の恩
恵を十分に受けられない所得層
への給付措置等についても、確実
に実行します。また、東日本大震
災被災地の住宅再建に支障がな
いよう被災地特例を設けます。

庶民の暮らしに｢軽減税率｣を
消費税率の引き上げは、国民の暮
らし、特に中堅･低所得者層の生
活に大きく影響します。そのた
め、消費税率８％引き上げ段階で、
簡素な給付措置を実行します。さ

らに10％引き上げ段階で、食料品
などへの「軽減税率」導入をめざ
します。負担軽減のために現在、
与党軽減税率制度調査委員会で、
軽減税率を適用する対象、財源の
確保、事業者等の事務負担などの
制度設計について、鋭意検討を進
めています。その際、中小・小規模
事業者に過大な事務負担が生じな
いよう配慮します。
さらに、消費税率の引き上げに際
しては、特に大規模小売事業者に
納入する企業や、中小・小規模事業
者への配慮が大切です。増税分を
十分に価格転嫁できないのでは
ないかという不安も根強くありま
す。公明党は、「消費税転嫁対策特
措法」や政府のガイドラインに基
づき、厳正に監視、取締りを行うこ
と、また総額表示義務制度の特例
制度を設けるなど、円滑な価格転
嫁に向けた環境整備をさらに推し
進めます。

原発の新規着工を認めず、原発
の40年運転制限制を厳格に

適用します。新しいエネルギー社
会を創造しつつ、原発への依存度
を段階的に減らし、可能な限り速

やかに“原発に依存しない社会･
原発ゼロ”をめざします。自民党
との政権合意では、省エネルギー･
再生可能エネルギー等により、可
能な限り原発依存度を減らすこと

でー致しています。
再稼働については、40 年運転制限
制、バックフィット（最新の知見を
適用）、活断層等の徹底調査をはじ
めとする厳しい規制の下で、原子
力規制委員会が新たに策定した厳
格な規制基準を満たすことを大前
提に、国民、住民の理解を得て判断
します。
また、使用済み核燃料の再処理は、
直接処分への転換を含め、立地地
域に配慮しつつ、見直しを検討し
ます。併せて最終処分問題につい
ても責任を持って解決の道を検
討していきます。高速増殖炉もん
じゅは廃止します。

１ 税制改革と一体で「安心の社会保障」を ２ 原発に依存しない社会･原発ゼロへ

３ ＴＰＰ交渉で国益の最大化を

政府は、日米首脳会談の「共同
声明」で「聖域なき関税撤廃

ではない」と確認しました。これ
を前提にＴＰＰ（環太平洋パート
ナーシップ）協定交渉参加を表明
しました。その後、参加11カ国す
べてが日本の交渉参加を了承した
ことで、７月下旬に日本は交渉会
合に参加する見通しです。
ＴＰＰに参加すれば、日本製品の
輸出増が期待されます。さらに消
費者の立場からは輸入品が安く手
に入るなどの経済的効果がありま
す。地域の中での貿易ルールを統
一していくことで、日本が競争で
きる分野をさらに強くしていける
意義があります。
一方、ＴＰＰは包括的な経済連携
協定であり、貿易や農業に加え、医
療･食品安全など広く国民生活に
影響を及ぼします。今後のＴＰＰ
交渉に際しては、わが国農業の多
面的機能、食糧自給率の向上に深

く配慮することが必要です。コメ、
麦、牛肉･豚肉、乳製品、甘味資源
作物等の重要品目については関税
撤廃から除外、または再協議の対
象となるよう政府に求めるととも
に、国民生活に直結する国民皆保
険制度や食品の安全基準について
も守り抜きます。
政府にはＴＰＰ交渉に関して、積
極的な情報開示を行い、国民的な
議論を経てコンセンサス（合意）を
つくることを求めます。守るべき

ものを守り、勝ち取るべきものを
勝ち取るとの姿勢で臨み、国益の
最大化に努めることを求めます。
さらに、アジア太平洋地域での新
しい貿易ルールの確立をはかるこ
とも大きな課題です。ＴＰＰ協定
交渉だけでなく、アジア太平洋自
由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）構想の実現
に向けて、日中韓ＦＴＡ（自由貿易
協定）や、東アジア地域包括的経済
連携（ＲＣＥＰ）などを同時並行で
進めていくことをめざします。

当面する重要政治課題
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近隣諸国がわが国の主権を脅
かす行為が続いています。

領土と主権を巡っては毅然とした
対応を貫くとともに冷静な対話を
通じた戦略的外交を進め、平和的
な解決をめざします。また、わが
国の立場の正当性を主張するた
め、全世界に向けた効果的な情報
発信の強化が必要です。

憲法については、昨年12月の
自民党との連立政権の発足

に当たって、「（衆参各院の）憲法審
査会の審議を促進し、憲法改正に
向けた国民的な議論を深める」こ
とで合意されており、国会で着実
に審議を重ねるとともに、国民的
な議論を深めていくことが最も重
要であると考えます。
基本的人権の尊重、国民主権、恒久
平和主義。この３原則は、日本国
憲法の骨格をなす優れた人類普遍
の原理です。公明党は、日本国憲

尖閣諸島は、日本が今日まで有効
に支配を続けていて、日中間に領
土問題は存在しません。同海域保
全のための海上保安庁の人員増
や、装備の強化･充実など、尖閣諸
島に対する有効な支配を強化する
必要があります。
竹島は、歴史的にも国際法上もわ
が国の固有の領土であり、このこ

法がわが国の今日の発展を築く上
で大きな役割を果たしてきたと認
識しています。時代に合わせて憲
法を発展させるに当たっては、こ
の３原則を堅持しつつ、新たに必
要とされる理念･条文を現行憲法
に加える「加憲」が最も現実的で妥
当な方式と考えます。「加憲」論議
の対象としては、例えば、環境権な
ど新しい人権、地方自治の拡充な
どが挙げられます。
憲法第９条については、戦争の放
棄を定めた第１項、戦力の不保持

とをあらゆる手段を講じて強く国
際世論に訴えます。そして国際法
にのっとり、冷静に平和的な解決
をめざします。
北方領土については、東京宣言

（1993年）に基づき、四島帰属の問
題を解決し早期に平和条約を締結
するという従来の方針を維持し、
交渉を加速化させるべきです。

等を定めた第２項を堅
持した上で、自衛のため
の必要最小限度の実力
組織としての自衛隊の
存在の明記や、「平和主
義の理念」を体現した国
際貢献の在り方につい
て、「加憲」の論議の対象
として慎重に検討して
いきます。
憲法第96条に定められ
ている憲法改正の手続
については、改正の内容
とともに議論するのが
ふさわしいと考えます。
公明党は、近代憲法が個
人の権利･自由を確保す

るために国家権力を制限するとい
う立憲主義に基づくことを踏ま
え、通常の法律の制定と比べて､よ
り厳格な改正手続を備えた“硬性
憲法”の性格を維持すべきである
と考えます。
憲法は基本的人権を守るものであ
るとともに、それを根本として国
の形を規定する最高規範です。公
明党は、あるべき国の将来像を探
る未来志向の視点に立って、真摯
かつ丁寧に落ちついた憲法議論を
行っていきます。

４ 領土主権に毅然と対応、平和的な解決を

５ もっと民意を。選挙制度改革の実現へ

６ 「加憲」で憲法の発展を

国会議員の定数削減、選挙制度
の抜本改革を早期に実現し

ます。特に選挙制度については、
より民意を反映できる制度に改め
るべきと考えます。
衆議院については、小選挙区を

「０増５減」する緊急是正法が成立
しています。これは、前々回の衆
院選に対し2011年３月に最高裁
が「違憲状態」判決を下した「一票

の格差」を是正するものです。昨
年末の臨時国会で自公民３党をは
じめ、みんなの党、維新の会などほ
とんどの政党が賛成して成立しま
した。
さらに昨年12月に行われた衆院
選についても各地の高裁で「違憲」
判決が相次ぎました。今後さらに
最高裁判決も予定されています。

「０増５減」は「１票の投票価値の

平等」を確保し、最大格差を２倍以
内に収める憲法上の要請です。こ
れを受けて「０増５減」の区割り改
定法を成立させ、違憲状態を解消
しました。
また、定数削減についても、昨年の
解散前の自民、公明、民主の３党合
意があります。自民党と公明党は、
比例定数180を30削減して、残り
150のうち60を得票率が第２位
以下の政党に配分することで、比
例定数を削減する一方、この配分

によって民意の反映機能の強化に
配慮する案をまとめました。
しかしながら、先の国会（第183回
国会）における与野党協議では、定
数削減と選挙制度の改革について
は合意が得られませんでした。公
明党としては引き続き、定数削減
と選挙制度の抜本改革に取り組ん
で参ります。
参議院については、昨年の解散前
に選挙区定数を「４増４減」とす
ること。次々回の参院選までに選

挙制度の抜本改革を行うことを附
則に明記した法律を成立させまし
た。さらに、公明党は、現行の都道
府県選挙区と全国比例区を廃止
し、全国を11程度のブロックに分
けた大選挙区記名投票方式への改
革を提案しています。
公明党は、衆参両院の役割の違い
を踏まえた上で、選挙制度もその
役割に応じて考えながら、今後と
も引き続き、両院で並行して議論
していきます。

当面する重要政治課題
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つたエール

ささエール

こたエール

エール３兄弟です
よろしくー！

きょうだい

学校生活

教育

小児医療

出産・子育て支援

地域・社会

仕事・経済

外交・その他

こど
もだっ

て、

政治
のこと

！

公明党

ネッ
トで

読ん
でねネッ
トで

読ん
でね

せい
じ

こどもだって、
マニフェスト！

お子
こ

さまにも読
よ

んでほしい、お子
こ

さまと
いっしょに見

み

てほしい、政
せいさく

策をまとめました。
くらしのこと、学

がっこう

校のこと、日
に ほ ん

本の未
み ら い

来のこと…
ぜひご家

か ぞ く

族で話
はな

しあってみてください。

公
こ う め い と う

明党って、どういう政
せ い と う

党？
公
こうめいとう

明党は、約
やく

50年
ねんまえ

前に作
つく

られた政
せいとう

党です。国
くに

や民
みんぞく

族の違
ちが

い、政
せ い じ

治に対
たい

する考
かんが

え方
かた

の違
ちが

いに
よる対

たいりつ

立を乗
の

り超
こ

人
にんげん

間が幸
しあわ

せに生
い

目
もくてき

的に立
た

ち返
かえ

り、それを実
じつげん

現
するために活

かつどう

動しています。各
か く ち ほ う

地方や地
ち い き

域に根
ね

を張
は

って、そこで生
せいかつ

活する人
ひと

たち(生
せいかつしゃ

活者)
のための政

せ い じ

治を大
たいせつ

切にしている政
せいとう

党です。また、憲
け ん ぽ う

法の大
だ い じ

事な３つの考
かんが

え方
かた

＝憲
け ん ぽ う

法の
三
さん

原
げんそく

則（国
こくみん

民主
しゅけん

権、基
き ほ ん て き

本的人
じんけん

権の尊
そんちょう

重、平
へ い わ

和主
し ゅ ぎ

義）を尊
そんちょう

重し、守
まも

っていこうと考
かんが

えています。

www.komei.or.jp
公明党ウェブサイトから「こども・子育てマニフェスト」のリンクをたどってください。

こ
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きょう いく

しゅっ さん こ そだ し えん

し ごと けい ざい
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学
まな

びの場
ば
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かになるよう、文
ぶ ん か
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術などの体
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験学
がくしゅう
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育所に入
はい
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えて、
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明党はめざしています。
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対にいけないこと」「いじめる人
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わる

い」という
ことを、きちんと教
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えていきます。

休
きゅうじつ

日や夜
や か ん

間の小
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児科の受
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け入
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制を整
ととの
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東
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日本大
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震災などでたいへんな思
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いをしている人
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